
河河川愛護モニターとは、信濃川沿いにお住まいの方から、河川の様子や使いやす

さなど、地域の皆さまの声を届けていただいたり、ご意見をいただくもので、信濃

川下流河川事務所では、毎年４名程度の方を委嘱しています。

令和５年度も広く公募し、応募いただいた方の中から、三条出張所管内２名、関

屋出張所管内１名、計３名の方を選出し、7月から１年間の活動をお願いすること

とし、下記のとおり 委嘱式を実施いたします。

モニターの方からは、例年住民目線での報告をいただいており、地域の方々のご

意見を届ける役割も果たしております。

また、当事務所が実施する河川の安全利用点検や現場見学会等に積極的に参加し

てもらっており、モニター同士及び事務所職員との交流の場となる会議を実施して

います。

１．日 時 令和５年７月３日（月）１１時から

２．会 場 信濃川下流河川事務所 １階 会議室

３．内 容 令和５年度「河川愛護モニター」委嘱式

地域の皆さまの声を行政に
～公募した地域の方を河川愛護モニターに委嘱し、様々な声を行政に反映～
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